
ライセンス発行・
管理機関について（案）

平成23年4月26日

新コンテンツ権利保護方式推進委員会

情報通信審議会 情報通信政策部会

「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」説明資料

資料１



１．目的

設立の目的

ライセンス発行・管理機関（仮称）は、地上デジタル
テレビジョン放送のコンテンツ権利保護のための新
権利保護方式の運用・管理を通じて、多様化するデ
ジタル受信機ニーズに的確に対応することにより、
デジタル放送の発展に寄与することを目的とする。
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２．組織･体制－組織図
 法人格

 一般社団法人（新設）。

 法人の名称は検討中。

 組織

 社員総会、理事会、運営委員会、
評議委員会、事務局で構成

（名称は仮称）。

 事業所の所在地

 東京都内を想定。

社員総会

理事会

運営委員会

事務局

総務・経理部
ライセンス発行・
管理部

評議委員会
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２．組織･体制－人員構成
 会員（設立当初）

 日本放送協会（ＮＨＫ）、TBSテレビ、日本テレビ放送網、テレビ朝日、フジテレビジョン、
テレビ東京（以上6社）。

 設立当初の半年間（暫定期間）に、改めて会員の募集を行う。

 理事（非常勤：任期2年）
 設立当初は、ＮＨＫ及び在京民放5社から選任予定。
 上記理事は暫定期間における任命であり、新会員の参画後、新体制下で見直す。

 監事（非常勤：任期2年）
 民放連からの推薦者を想定。

 運営委員会（仮称）
 設立当初は、ＮＨＫ及び在京民放5社から選任予定。
 運営委員会の下に、「技術委員会（仮称）」と「業務委員会（仮称）」を置く。

 評議委員会（仮称）
 有識者から数名程度選任（候補者は、評議委員会の位置づけ、役割を考慮し、要検討）。

 事務局
 実務者3名（NHKと民放から各1名、総務・経理担当は経験者を採用予定）。
 補助員1名。
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２．組織･体制－意思決定体制の権限と機能
 社員総会

 社員総会は、定款で別に定めるもののほか、本機関の運営に関する重要な事項を議決する。

 理事会
 理事会は、定款で別に定めるもののほか、下記事項を決議する。

① 社員総会に付議すべき事項
② 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
③ その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 運営委員会（仮称）
 運営委員会は、理事会の諮問に応じて下記事項を審議し、必要な提言を行う。

① 著作権保護を担保するための技術方式の利用に関する事項
② 秘密情報漏えい・不正受信機の検証及び対策に関する事項
③ 損害賠償金の徴収、配分等に関する事項
④ 新方式に関する委託先との契約に関する事項
⑤ 新方式に関する予算・決算に関する事項
⑥ その他の重要事項

 評議委員会（仮称）
 ライセンス発行・管理機関の公共性、非営利性を担保するため、評議委員会を置く。
 理事会は、次の事項に関する決定又は議決を行おうとするときは、評議委員会に諮問しなければな

らない。
① ライセンス発行・管理機関の公共性、非営利性を担保するために必要な事項
② 重大なコンプライアンス違反が発生した際の調査、再発防止策、処分に関する事項
③ ライセンス契約に関する不服申し立てに対する判断又は決定に関する事項
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３．事業計画－事業内容
 新権利保護方式に係る鍵情報のライセンス発行

 新権利保護方式の鍵情報の管理、更新及びデータベースの
運用

 新権利保護方式に係る秘密情報漏えい・不正受信機の調査、
検証及び対策

 新権利保護方式の周知・広報

 上記業務に付帯する業務
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３．事業計画－ライセンス発行・管理機関相関図

ライセンス発行・
管理機関

放送事業者
受信機
メーカー

ライセンス
契約

ライセンス
契約

鍵情報
（仕様）

鍵情報
（仕様）

B-CAS鍵管理センター
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Ks（スクランブル鍵）を共用



３．事業計画－収支計画、導入時期
主な収入想定

 会費ならびに運営経費等の負担のあり方を含め、要検討。

 ライセンス契約事務手数料（実費相当）。

 受信機動作確認テスト（オフライン検証、実費相当）。

 テストストリームの提供費用（実費相当）。
＊ライセンス契約に基づく方式利用許諾に対する対価は考えていない。

費用
 新法人の当面の運営費は在京6社で負担。
 システム構築に必要となる費用は別途。

導入目標時期（想定）
 平成23年7月から1年以内を目処に導入予定。
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【参考１】 「情報通信審議会」中間答申（概要）
抜粋（１）
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【参考１】 「情報通信審議会」中間答申（概要）
抜粋（２）
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